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市民参加推進会議資料１                      平成２４年４月２０日 

 
小金井市市民参加推進会議 
 

意見・提案シート 
 

◆推進会議への検討内容についてご意見・ご提案がありましたら、以下にご記入の上、  

企画政策課にご提出ください。次回開催の 10日前に届いたものは、推進会議で資料とし

て配付します。 

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                          

 

                                          

 

 

提出日    年   月   日 ※原文のまま配付しますので、氏名について

も公開の対象となります。 

氏 名               

（送付先） 

 小金井市企画財政部企画政策課 担当：工藤 津田 

 〒１８４－８５０４ 小金井市本町６－６－３  連絡先：０４２－３８７－９８００ 

FAX：０４２－３８７－１２２４  E-mail：s010199＠koganei-shi.jp 

（案） 



市民参加推進会議資料３                       平成２４年４月２０日 

 

市民参加条例対象附属機関等の調べ（平成２４年３月３０日現在） 

 ※附属機関等５６件を対象に調査した。 

 

１ 開催曜日はおおむね決まっているか。 

決まっている 決まっていない 

10 件 46 件 

 

２ １で「決まっている」と答えた場合、一番多い開催曜日はいつか。（複数回答あり） 

月 火 水 木 金 土 日 

２件 ３件 ３件 ２件 ４件 ０件 １件 

 

３ 開催曜日を決めた理由（主な具体例） 

⑴ 委員の出席予定を立てやすくするため。 

 

４ 開催曜日が決まってない理由（主な具体例） 

⑴ 毎回各委員の日程を調整のうえ決定するため。 

⑵ 審議の案件ができた時点で適宜開催するため。 

⑶ 会場の確保状況によるため。 
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第 29 回小金井市市民参加推進会議 レジュメ 

2012/4/20 

 遠藤 圭司 

 

「審議会傍聴環境の整備・向上について」 

 

 

【【【【議題議題議題議題】】】】    

   ○○○○審議会における傍聴環境の向上に向けて、全ての審議会に審議会における傍聴環境の向上に向けて、全ての審議会に審議会における傍聴環境の向上に向けて、全ての審議会に審議会における傍聴環境の向上に向けて、全ての審議会に「意見・「意見・「意見・「意見・提案提案提案提案シート」シート」シート」シート」

を常設し、傍聴者を常設し、傍聴者を常設し、傍聴者を常設し、傍聴者・市民・市民・市民・市民の誰もの誰もの誰もの誰もががががいつでもいつでもいつでもいつでも提出できるよう環境整備を提出できるよう環境整備を提出できるよう環境整備を提出できるよう環境整備を進め進め進め進める。る。る。る。    

    ○○○○各審議会における各審議会における各審議会における各審議会における資料の取り扱いに関して、資料の取り扱いに関して、資料の取り扱いに関して、資料の取り扱いに関して、傍聴者の傍聴者の傍聴者の傍聴者の審議審議審議審議内容の理解に資するよう内容の理解に資するよう内容の理解に資するよう内容の理解に資するよう、、、、

閲覧閲覧閲覧閲覧のみではのみではのみではのみではなくなくなくなく、、、、配布する配布する配布する配布する運用運用運用運用に向けてに向けてに向けてに向けて統統統統一一一一的な対応的な対応的な対応的な対応をををを進める進める進める進める。。。。 

 

 

現状 

・審議会への傍聴者が、特定のテーマを除いて、概ね少ない。 

・開催時間帯について、平日昼間が 7割以上を占めるため、委員や傍聴者として参加で

きる市民が限られる。 

・資料の取り扱いについて、「閲覧のみ」とする運用が、審議会の 5割を超えるため、

市民が問題関心を持って傍聴しても、配布がされなければ審議内容を共有しがたい。 

・「意見・提案シート」の導入・設置に関しては、事務局の説明によれば「小金井市附

属機関等の会議に関する傍聴要領」第 12条にあるとおり「傍聴の実施に関し必要な事

項は、会議の長が別に定める」ことになっている。一方で、実際の導入・設置事例につ

いて、複数の審議会の関係者へのヒアリングを通じて、確認したところによれば、導入・

設置の契機は、会議の長、または委員による発議、傍聴者の求めに応じてなど多様であ

る。 

 

ex. 最近の「意見・提案シート」の導入・設置事例 

長期計画審議会、(仮称）貫井北町地域センター建設市民検討委員会、新庁舎建設基本計

画市民検討委員会、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会、など 

 

問題点 

・実際の事例において、どのような経緯で、導入・設置されることになったのか、ある

いはされていないのか、一般的に市民にはわからず明らかではない。各審議会の間で統

一的な対応がなされていない。つまりは、傍聴者の意見の取り扱いについて、傍聴要領

において直接的に言及するルール、取り決めがない状況である。 
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・実際は、前述のような特定の主体の発議によって、導入・設置が会議全体で承認され

ているようであるが、「意見・提案シート」の存在が会議の長、または委員、傍聴者の

誰にも知られていない場合、事務局、つまりは各審議会を所掌する役所の担当部門の意

向が影響する余地が残される。とするならば、事務局の意向、あるいは「必要な事項」

を「別に定める」会議の長の裁量によって、市民の傍聴環境が左右されることは、好ま

しくないであろう。傍聴環境の整備・向上に向けて、全ての審議会に統一的な対応が望

まれる。 

・傍聴者が少ない背景には、傍聴者にとって、資料の持出が禁じられた場合、委員への

配布資料が共有されず、ただ手ぶらで“見るだけ、聞くだけ”にならざるを得ないため、

特定の問題関心がない限り、議事や内容を理解しがたいことに起因する面もある。 

・審議の中で傍聴者の意見をも包摂し、反映するような“参加の仕組み”、傍聴者との

会議資料の共有のような“公開の精神”がなければ、同じ市民である委員と傍聴者の間

にも、市政の課題に関する当事者意識をめぐって温度差や距離感が生じてしまう。 

 

効果 

・「意見・提案シート」を常設すれば、仕組みとして明確に全ての審議会への傍聴者・

市民の参加の機会が確保される。 

・審議会委員のみならず傍聴者も同じ市民であり、市民の誰もが審議会への意見表明権

を有していることを理解してもらえる。 

・審議に関して、傍聴者の意見や提案、要望をふまえた議論がなされれば、議事内容に

関心を寄せる市民の声をアップトゥーデートな形で審議に活かすことができる。 

・傍聴者のみならず、あまねく市民に議事内容について当事者意識、参加意識を持って

もらい、市政の課題への関心がより一層喚起されることが期待される。 

・「情報公開」の面から、適正な手続きに沿った運用により、開かれた審議会運営が実

現されることになる。ひいては、市民との「協働」の前提として、行政運営にとって不

可欠である公正・中立性が担保されることにつながる。 

 

 

【視点】 

●現状では、文字どおり“傍らで聴くだけ”の「傍聴」に留まっており、“見て、聴い

て、シートを活用して審議会に意見や提案を出せる”そうしてはじめて、市民参加が質

実を伴うものになる。「意見・提案シート」の常設という形で、仕組みや制度として埋

め込まれることによって“実体ある市民参加”が実現すると考えられる。 

●「市民が誰でも、いつでも気軽に傍聴に立ち寄って、市政の問題を理解し、意見や提

案を通じて審議に参加してもらう」環境づくりを進めることが、開かれた審議会運営に

求められているのではないだろうか。 
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●毎回傍聴に参加できる市民は、当然ながら限られる。だからこそ、会議が公開されて

いる場合は、審議の経過を理解できるよう、過去開催分の資料も含めて配布される環境

にあることが、市民の知る権利に応えることになる。また、情報公開の面から行政の説

明責任が果たされることにもなる。資料は、事後に相当な時差をおいてウェブサイトで

公開されるとはいえ、審議会の現場で議事内容が共有されなければ、傍聴者・市民の問

題関心に応えられず、意味をなさないであろう。 

●市民参加条例にあるような審議会委員への公募市民の参画も市民参加として位置づ

けられるならば、同じ市民である審議会傍聴者も市民参加の一環として捉え、傍聴環境

の整備・向上が図られるべきである。 

●市民参加、市民協働は、本来、行政以外のセクターとの合意形成が不可欠なテーマが

多いが、審議会のあり方、特に傍聴要領については、行政そのものの取り組み一つで変

えられる。傍聴環境の整備・向上は、足元ですぐにでも実現可能なことと考えられる。 

●傍聴要領の施行が平成 16年 4月であり、近年の SNSや映像メディアの技術的進歩・

普及を反映しておらず、当時想定された傍聴のあり方を前提とした記述に留まっている。

また、前回会議での議論にもあったように、傍聴者によるツイッター、フェイスブック

利用や録音・録画、動画の中継や配信などを想定した傍聴者の発信に関する規定もない。

施行当時の想定を超える事態にどのように対応できるのか課題となっており、そのよう

な点からも傍聴要領の改正に向けた議論が進められる必要があるのではないだろうか。 

●各審議会において、「意見・提案シート」を常設すること、傍聴者に資料を配布する

ことは、財政的な面からもインフラ整備に伴うような巨額の負担に比べれば、実現に要

する費用は軽微である。それらの点が、傍聴要領に明文化されることにより、傍聴環境

の大幅な改善、ひいては“実体ある市民参加”が具現化することが期待される。 

 

 

〔参考資料〕 

京都市市民参加推進フォーラム、総合企画局市民協働政策推進室編 

「市民参加を進めるための審議会等運営ガイドブック」平成 22年 3月 

「小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領」平成 16年 4月 1日制定 

「小金井市市民参加条例」 

平成 15年 6月 26日 条例第 27号、改正平成 21年 3月 16日条例第 12号 

小金井市市民参加推進会議資料 

「市民参加条例対象附属機関等の調べ（平成 24年 1月 1日現在）」平成 24年 2月 10日 

など 

 

以 上 
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平成２２年３月 

 

京都市市民参加推進フォーラム 

総合企画局市民協働政策推進室
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ガイドブックの作成に当たって 

 本市では，平成１３年１２月に「京都市市民参加推進計画」を策定し，また，平成１５

年８月には「京都市市民参加推進条例」を施行するなど，全国に先駆けて市民参加による

市政運営に取り組んできました。市政運営に重要な役割を果たす審議会においても，公開

可能な審議会のすべてで会議が公開され，また，市民公募委員の在籍する審議会数，市民

公募委員数とも年々増加するなど，条例や計画に沿って着実に市民参加が進んでいます。 

 このたび，審議会における市民参加の更なる充実を図るため，「市民参加を進めるための

審議会等運営ガイドブック」を作成しました。このガイドブックには，市民公募委員交流

会で得られた市民公募委員の思いや傍聴者などの声を生かし，また，京都市市民参加推進

フォーラムの委員が様々な審議会を傍聴して得られたアイデアなども盛り込んで，より市

民参加の進んだ審議会運営となるコツや考え方を取りまとめました。 

 今後，このガイドブックを審議会運営に活用し，市政運営に市民の知恵と力を更に生か

していただくことを期待します。 

                         平成２２年３月 

                          京都市市民参加推進フォーラム 

                          総合企画局市民協働政策推進室 
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はじめに 
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第１章 考え方編 

 １ 審議会における市民参加はなぜ必要なのか・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

２ 「市民参加が生きない審議会」を防ぐために  

   シーンＡ 市民公募委員を「孤立」させていませんか？・・・・・・・・・・ ８ 

   シーンＢ 審議会が議論の場になっていますか？・・・・・・・・・・・・・１３ 

 

第２章 ステップ編 
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  ステップ６ 会議録の作成，公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 
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（１）活発な審議のために 

  ア 審議会の目的や目標の理解 

    審議会がどのような目的で設置され，会議においてどのような目標に向けて議論

をするのかを，事前に委員に十分に理解をしてもらいましょう。 

 

    第１章 ２ Ｂ－５ 委員には役割を十分に理解してもらいましょう（P.15） 

 

  イ 資料の事前配布 

    事前に資料に目を通してから会議に臨むと，資料を読む時間を省くことができ，

会議で意見が出しやすくなり，効率的で活発な運営ができます。会議の前日までに

委員に資料を郵送するなどの方法により事前に委員に資料を配付して，必ず読んで

もらってから会議に臨んでもらってください。 

 

  ウ 進行上の配慮 

  （ア）委員の皆さんが活発に議論してもらえる配慮をしましょう 

     委員の皆さんかが自分の意見を言う機会が確保できているか，クロストークが

できているかを，事務局は意識して運営しましょう。必要に応じて発言の少ない

方にマイクを回すなどの配慮もしましょう。 

 

  （イ）専門的な用語を多用しないようにしましょう 

     できるだけ平易な言葉を使用し，市民公募委員も含め皆さんが議論に参加でき

る配慮をしましょう。専門用語には注釈を付けるなどの配慮をしましょう。これ

は，審議会の傍聴や会議録公開を通じて，より多くの市民が市政への理解を深め

ていただくことにもつながります。 

 

     第１章 ２ Ａ－５ 意見が出てくる運営・情報提供のために＜審議会におけ

る言葉・用語＞（P.11） 

 

  （ウ）市民公募委員が話しやすい運営を心掛けましょう 

     専門家の中で市民公募委員が発言することは勇気のいることです。座長や委員

長が，少し丁寧に意見を聞き出す姿勢や，発言の真意の補足や解釈をする姿勢を

取ると，発言が生かされ，審議会全体の活性化につながります。事務局は，ぜひ

座長，委員長にこの点への配慮を事前にお願いするようにしましょう。 

ステップ５ 

 審議会の運営 
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     第１章 ２ Ａ－６ 意見が出てくる運営・情報提供のために＜座長にお願い

しておきたいこと（市民公募委員が話しやすい運営を心掛けよう）＞（P.11） 

（２）傍聴のしやすい会議にするために 

  ア 傍聴者用の資料も用意しましょう 

    原則として，傍聴者にも委員と同じ資料を配布してください。ただし，資料が膨

大になるときなど，場合によっては資料の一部をファイルの閲覧に代えることもで

きます。 

イ 会場の入口に案内を表示しましょう 

    建物の入口や会議室の入口に，会議の名称と傍聴ができる旨の表示がしてあると，

傍聴者が気軽に入ることができます。 

ウ 傍聴のしやすい配置を考えましょう 

    傍聴者が傍聴しやすいよう，椅子はもちろんのこと，ノートにメモを取ることな

どができるよう，できるだけ机も用意しましょう。また，誰が発言しているかが傍

聴者から見えるよう，傍聴席の配置にも気を配りましょう。 

エ 託児や手話，要約筆記などの配慮をしましょう 

    委員が会議に出席する際に託児が必要なとき，あるいは傍聴者に託児が必要なと

きは，保育士と保育ルームの確保をするなどの配慮をしましょう。 

また，耳の不自由な方から傍聴の申し込みがあった場合には，手話通訳者や要約

筆記者を確保するなどの配慮をしましょう。 

オ アンケートを用意しましょう 

    傍聴者の意見も審議会の議論の参考になりますので，広く傍聴者からも会議運営

や審議内容に意見をもらえるよう，傍聴者からアンケートを取るよう努めましょう。 

 

（３）会議の円滑な進行のために 

  ア 報道機関の取材への配慮をしましょう 

    傍聴者とは別に報道機関用の席を用意しましょう。会議を公正かつ円滑に行うた

めに必要な場合には，取材に係る遵守事項を定め，事前に報道機関に説明しましょ

う。（例：写真や映像の撮影は開始後１０分間に限る，など） 

 

  イ 傍聴に係る遵守事項を定めておきましょう 

    会議が公正かつ円滑に行うために必要な場合には，傍聴に係る遵守事項を定め，

事前に文書にして傍聴者に渡すなどして，会議開催中の会場の秩序の維持に努めて

ください。（ 第３章 資料４ その他お役立ち資料「１ 審議会の傍聴に係る遵守

事項の規定例」（P.68）） 
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組織から考える若者の市民参加 

 

はじめに 

 行政が主導で市民参加を呼びかけるのはスタート地点として避けては通れない道だが、

参加して頂いた皆様に対し行政の担当者がそのまま主導となっていては自主性が生まれず、

加えて最後は行政がまとめてくれるだろうという考えが出てきてしまう可能性が高い。し

かし、今までと同じように市民参加の設えを行政がし集まって頂く手法と平行して、もっ

と自主性を持たせた組織の市民参加を集う方法を検討。 

 

大きく分け２タイプとする 

・行政直結型 

小金井市内は広くないといっても各地域（町や自治会レベル）の特色や問題点がある。

問題解決のためにアプローチをする先は行政であるため、小金井市内の小さな問題を抱え

ている各地域の代表者を募り市民参加を促す。 

・遊行型 

気軽に集まれる仲間作りからはじめる。日頃は自宅と会社の往復が殆どの層に対し、レ

クリエーションの提案をする。最初の募集で参加した方々に立案と計画をし、レクリエー

ションの参加者をさらに募る。 

 

上記の例におけるルール 

参加者には第一回目のミーティングにて役職や役割分担をつけ組織を構成する事で、そ

れぞれの参加者に役割分担をする。そうすることで責任感や目標達成意欲、競争心が芽生

えてくる。行政関係者は積極的な協力をせずに組織運営（活動には必ず金銭が必要となる）

が正しくなされているかのチェックに重きを置く。すなわち、行政が組織のパッケージを

提供して監査役に徹する。 

 

終わりに 

 今回は２例を示したがそれぞれの例にメリットデメリットがある。しかし、行政直結型

で活動して遊行型の要素が生まれたり、もちろんその反対も想定できる。大事なのはこれ

と決めつけずに色々な市民参加の手法を提案していく事が大事なのではないだろうか。 






